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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
・

納
付
猶
予
申
請

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
人
を

対
象
と
し
た
、
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
が
あ
り
ま
す
。
免
除
は
申
請
者
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
、
納
付
猶
予
は
申
請

者
と
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
前
年
の
所
得
で

審
査
さ
れ
ま
す
。
承
認
さ
れ
る
と
７
月
か

ら
翌
年
６
月
ま
で
の
保
険
料
の
一
部
ま
た

は
全
額
が
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ
ま
す
。

免
除
・
納
付
猶
予
を
申
請
す
る
年
の
所
得

を
申
告
し
て
い
な
い
人
は
免
除
な
ど
の
審

査
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
今
年
度
新
た
に
免
除
や
納
付
猶
予
を

希
望
す
る
人
」、「
前
年
度
に
全
額
免
除
ま

た
は
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
て
い
る
が

継
続
希
望
し
て
い
な
い
人
」、「
失
業
特
例

で
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
る
人
」、「
一

部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
て
引
き
続
き

制
度
を
利
用
す
る
人
」は
申
請
し
て
く
だ 

さ
い
。
日
本
年
金
機
構
の
HP（

https:// 
w

w
w

.nenkin.go.jp/

）か
ら
申
請
書
を 

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
郵
送
で
申
請
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ 

ル
で
の
電
子
申
請
も
可
能
で
す
。

　
免
除
・
納
付
猶
予
は
、
申
請
月
か
ら
過

去
２
年
１
カ
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

で
き
ま
す
。

　
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を
納

め
る
に
は
、
追
納
申
請
が
必
要
で
す
。
追

納
す
る
場
合
、
該
当
年
度
を
含
め
３
年
度

を
経
過
す
る
と
加
算
金
が
付
き
ま
す
の
で

早
め
の
納
付
を
お
勧
め
し
ま
す
。
免
除
・

納
付
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を
追
納
し
な
い

場
合
、
通
常
に
保
険
料
を
納
付
し
た
と
き

と
比
べ
、
受
け
取
る
年
金
額
は
少
な
く
な

り
ま
す
。
な
お
、
免
除
な
ど
を
し
て
か
ら

10
年
を
経
過
し
た
保
険
料
は
追
納
申
請
で

き
ま
せ
ん
。

問　
年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２

７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

農
地
の
利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
す

農
業
委
員
会
事
務
局（
☎
（27）
２
７
８
２
）

　
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
８
月
か
ら
10

月
ま
で
を
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化
月
間
と

し
て
農
地
の
利
用
状
況
を
調
査
し
て
い
ま

す
。
調
査
で
は
農
地
が
荒
れ
て
い
な
い
か
、

違
反
転
用
さ
れ
て
い
な
い
か
な
ど
を
確
認

し
ま
す
。
調
査
の
時
に
農
地
へ
立
ち
入
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
協
力
し
て
く
だ

さ
い
。

　
農
地
は
日
本
の
食
料
自
給
力
を
支
え
る

大
切
な
資
産
で
す
。
農
地
を
手
入
れ
せ
ず

荒
廃
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
病
害
虫
が
発
生

し
、
近
隣
の
農
地
や
地
域
住
民
に
迷
惑
が

掛
か
り
ま
す
。
作
付
け
を
行
わ
な
い
農
地

で
も
、
耕
運
や
雑
草
の
刈
り
取
り
な
ど
、

適
切
な
管
理
を
定
期
的
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍
聴

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
（27）
２
７
８
５
）

時　
７
月
18
日（
木
）午
前
10
時
開
始

場　
教
育
研
究
所

定　
７
人（
先
着
順
）

申　
当
日
午
前
９
時
30
分
か
ら
９
時
50
分

ま
で
に
直
接
会
場
へ

全
国
家
計
構
造
調
査
に

協
力
し
て
く
だ
さ
い

情
報
政
策
課（
☎
（27）
２
７
１
０
）

　
10
月
か
ら
11
月
ま
で
の
期
間
で
、
全
国

か
ら
抽
出
さ
れ
た
世
帯
を
対
象
に「
全
国

家
計
構
造
調
査
」を
行
い
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
家
計
の
消
費
、
所
得
、
資
産
な
ど

の
実
態
を
総
合
的
に
把
握
し
、
世
帯
の
所

得
分
布
、
消
費
水
準
、
構
造
な
ど
を
全
国

的
、
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

　
調
査
方
法
は
、
調
査
員
が
調
査
票
の
配

布
・
回
収
、
聞
き
取
り
を
行
い
ま
す
。
調

査
員
は
調
査
員
証
を
必
ず
携
帯
し
ま
す
。

　
調
査
票
は
厳
重
に
管
理
さ
れ
、
統
計
法

で
定
め
る
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
正
確
な
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
も
で
き
ま

す※
準
備
調
査
は
７
月
下
旬
か
ら
行
い
ま
す

対
象
地
域　
乾
町
・
末
広
町
・
昭
和
町
・

上
諏
訪
町
・
波
志
江
町（
三
丁
目
区
）・
連

取
町（
元
町
区･

本
町
区
）・
韮
塚
町･

除
ケ

町
・
市
場
町
二
丁
目･

堀
下
町
・
田
部
井

町
一
丁
目（
東
国
定
下
区
）・
国
定
町
一
丁

目（
東
国
定
上
区
）・
境
上
渕
名
・
境
下
渕

名（
七
区
）の
一
部

柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨
院
）の

施
術
を
受
け
る
人
へ

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨
院
）の
利

用
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
適
用
範
囲
の

誤
解
か
ら
、
誤
っ
た
受
診
が
生
じ
て
い
ま

す
。
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
は
保
険
証
が

「
使
え
な
い
場
合
」が
あ
り
、
そ
の
場
合
に

は
保
険
適
用
と
な
ら
ず
、
全
額
自
費
診
療

と
な
る
た
め
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
保
険
証
を
使
え
な
い
場
合
】

●
疲
労
性
や
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く
る
肩

こ
り
や
筋
肉
疲
労

●
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病

●
症
状
の
改
善
が
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施

術●
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
よ
る
肉
体
疲
労
を
改

善
す
る
た
め
の
施
術

●
保
険
医
療
機
関（
病
院
、
診
療
所
な
ど
）

で
同
じ
負
傷
部
位
な
ど
を
治
療
中
の
場
合

●
仕
事
中
や
通
勤
途
上
で
負
傷
し
、
労
災

保
険
が
適
用
と
な
る
場
合

【
保
険
証
を
使
え
る
場
合
】

　
骨
折（
応
急
手
当
て
以
外
は
医
師
の
同

意
が
必
要
）、
脱
臼
、
打
撲
、
捻
挫
、
肉

離
れ
な
ど
と
診
断
さ
れ
施
術
を
受
け
た
場

合
や
骨
・
筋
肉
、
関
節
の
け
が
や
痛
み
で

負
傷
原
因
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
は

保
険
適
用
と
な
り
ま
す
。
施
術
を
受
け
る

際
は
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
負
傷
原
因（
い
つ
・
ど
こ
で
・
何
を
し

て
、
ど
ん
な
症
状
か
）を
柔
道
整
復
師
に

正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い

●
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容（
負
傷
原

因
、
負
傷
名
、
日
数
、
金
額
）を
確
認
し

て
、
必
ず
本
人
が
署
名
を
し
て
く
だ
さ
い

●
領
収
書
を
必
ず
受
け
取
っ
て
保
管
し
、

国
民
健
康
保
険
課
か
ら
届
く「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」で
金
額
・
日
数
の
確
認
を
し

て
く
だ
さ
い

＊　
　
　
　
＊

　
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
内
科

的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
医
師
の
診

断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
施
術
内

容
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険
課
か
ら
問
い 

合
わ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
が

原
因
の
負
傷
で
国
民
健
康
保
険
を

使
う
場
合
は
届
け
出
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行
為
に
よ

る
け
が
や
病
気
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
に
、
国
民
健
康
保
険
を
使
う
場
合
は
市

に
届
け
出
が
必
要
で
す
。
医
療
機
関
を
受

診
す
る
前
に
、
被
害
の
状
況
な
ど
を
電
話

で
国
民
健
康
保
険
課
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

※
緊
急
の
場
合
は
、
医
療
機
関
を
受
診
し

た
後
に
、
早
め
に
国
民
健
康
保
険
課
に
電

話
し
て
く
だ
さ
い

保
育
園
な
ど
で
働
き
た
い
人
向
け
の

就
活
フ
ェ
ス
・
施
設
見
学
会

こ
ど
も
保
育
課（
☎
（27）
２
７
５
１
）

　
市
内
の
私
立
保
育
園
・
私
立
認
定
こ
ど

も
園
で
働
き
た
い
人
向
け
の
説
明
会
お
よ

び
施
設
見
学
会
で
す
。

時　
７
月
28
日（
日
）午
後
２
時
～
４
時

※
施
設
見
学
会
は
７
月
29
日(

月)

か
ら
８

月
９
日(

金)

ま
で
で
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

場　
伊
勢
崎
プ
リ
オ
パ
レ
ス（
昭
和
町
）

対　
保
育
士
・
保
育
教
諭
・
栄
養
士
・
調

理
師
な
ど
と
し
て
保
育
施
設
で
働
き
た
い

人問　
私
立
保
育
園
会
事
務
局（
三
郷
こ
ど

も
園
・
☎

(23)
６
１
２
２
）

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
８
）

　
７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
～

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支

え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
」の
強
調
月
間
で

す
。
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
安
全
・
安
心
な
明
る
い
地

域
社
会
を
築
く
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

お
知
ら
せ

市青少年善行表彰候補者を推薦してください
問　市民活動課（☎61−6７1２）

　市青少年問題協議会では、善い行いをした青少年を令和７年２月１日（土）に
開催される市青少年健全育成大会で表彰します。候補者を推薦してください。

対 �　市内に在住または在勤・在学のおおむね２5歳ま
での次のいずれかに該当する人または団体
●�人命救助や防火、防犯、事故防止、または災害発
生時に尽くした
●�ボランティア精神があり、福祉や地域づくり、校
内での活動に積極的に取り組んだ
●自然環境の保護や改善、保全に心がけている
●�困難に負けず、学業やスポーツ、芸術文化活動な
どに励み、周囲に善い影響を与え模範となった
●地域の歴史や伝統文化の保存・継承活動を行った
●�国際交流や国際理解などの多文化共生のための活
動に貢献している
●その他、会長が特段の功績を認めた

推�薦方法　推薦書に必要事項を記入の上、直接また
は郵送・ファクス・メールで市民活動課へ
　�※推薦書は市民活動課、市民情報コーナー（市役
所・各支所）、各公民館、いせさきガーデンズ行
政センター・スマーク伊勢崎行
　政センター、伊勢崎駅前インフ
　ォメーションセンターなどにあ
　ります。市HPからダウンロード
　もできます
　※本人または親族を推薦することはできません
宛�先　〒３７２−００1４　昭和町1７1２−２　市民活動
課　 61−6７1３、 katudo@city.isesaki.lg.jp

締切日　９月11日（水）必着

▲市HP


